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第１回エレベーター・ワーキング・チーム 議事要旨（案） 

 
日 時：平成 18 年６月 27 日（火）18:30～20:50 
場 所：中央合同庁舎２号館低層棟２Ａ共用会議室 
出席者：直井座長、園田委員、櫻井委員、山海委員、高木委員、高橋委員、辻

本委員、萩中委員 
 
 
＜情報の開示＞ 
○ 資料５の所有者に開示する情報は、実態としては渡しているものを列挙し

ているが、契約書でこうした情報を渡すことを明記しているか否かは確認し

ないとわからない。 
○ 資料５のｐ１４の上段に記載されている非開示内容については、本当に非

開示としなければならないものか。 
○ ｐ１４の上段のノウハウは、どう効率よく保守を行えるかという工夫をま

とめたものであり、点検項目を列挙したものとは異なる。ｐ１３の開示内容

とｐ１４の非開示内容とで何が違うのかについては、資料を用意したい。 
  なお、独立系の保守会社で、保守契約しているエレベーターについて対処

法が分からないことがあれば、所有者にそのことを報告し、メーカー側に対

応を依頼してもらえばよいと考えている。 
 
＜保守の契約形態＞ 
○ ＦＭ契約では長期的な部品交換費用も見込んだ上で年割りにした代金を支

払ってもらうのに対して、ＰＯＧ契約では壊れたら費用を負担してもらうと

いう契約形態であるが、点検内容には違いはない。ＦＭ契約のほうが、年毎

の変動が小さく予算計画が立てやすい。ＰＯＧ契約の場合、部品交換が必要

なものは、オーナーに点検結果の情報を提示し、事前に予算の措置をしても

らう。 
○ オーナー等に技術者がいない場合は、ＦＭ契約の方が、ＰＯＧ契約よりも

安全という考え方もあるだろう。 
 
＜故障発生の現況＞ 
○ ６，３３６件の不具合について、メーカー・メンテナンス会社別の内訳な

ども含め、もっと分析できないか検討して欲しい。 
○ 故障機のＦＭ契約及びＰＯＧ契約別の内訳が分かれば教えて欲しい。 
○ 事故情報が現場からどのようにメーカーに入ってくるのか、その流れや、
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事故情報のデータベースの内容、事故情報の隠蔽防止策なども教えて欲しい。 
○ 「故障率」については、数字が一人歩きしないほうが良い。捕捉率は大手

５社ではほぼ１００％との説明だが、「故障率」の定義や補足率、情報の伝達

ルートなどをはっきりさせないと比較できないので、さらに精査して欲しい。 
○ プリント板の故障等が多いが、重大な不具合に繋がるものはあるのか教え

て欲しい。 
○ ３０～６０分閉込めが発生するという事態は、利用者の視点からは必ずし

も安全とは言えないのではないか。 
○ 人身事故にはならなかったが、乗客がいれば人身事故に繋がった可能性の

高い重大な不具合が起こった場合のフォローとして、メンテナンスのサイク

ルの調整など、どのような対応をしているのか資料を用意して欲しい。 
○ 事故自体が多くないのでないかもしれないが、事故を受けて、設計に遡っ

た事例があれば教えて欲しい。 
 
＜再発防止策の考え方＞ 
○ 閉込めは安全のため止むを得ないものと、それ以外に分ける必要がある。

今回は、戸が閉まっていないのにかごが動いたことが問題であり、重大な事

故に繋がるものを防止するような方策について議論すべきではないか。 
○ エレベーターの特性から、事故のヒエラルキーや事故率について検証する

ことも考えるべき。 
○ 機器の設計についても検討する必要がある。 
○ まずはメンテナンス・フリーであること、次はメンテナンスが必要なもの

については適切にメンテナンスが行われることを考えるのが良いだろう。 
 
＜その他＞ 
○ 独立系のメンテナンス会社の関係者からも現状について説明を受ける必要

がある。 
○ 検討すべき事項や追加で必要な資料については、随時事務局へ提案してい

ただきたい。 
○ 再発防止策に繋がるような提案的な資料の提出をお願いしたい。 
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１．はじめに 

 

港区マンション「シティハイツ竹芝」において発生しましたエレベーターによる死亡事

故は、本当に痛ましい事故でありました。犠牲となられた市川大輔様のご冥福を心よりお

祈りいたします。 
今回の事故は、エレベーター業界にとっても、また社会的にも、さまざまな波紋を広げ

ることとなりました。我々、日本エレベータメンテナンス協会（以下協会とします）とエ

レベーター保守事業協同組合（以下組合とします）の２つの団体にとっても、衝撃的な事

柄であり、このような事故が２度と起こらぬよう、連携を取り合い、関係各所に対し協力

していくことを確認しております。 
このたびは、第２回エレベーターワーキングチーム（WG）のヒアリングということで、

数ある保守業者の中から、協会および組合をご指名いただきありがとうございます。また

このような機会を設けていただくことで、我々も事故再発防止のために、日々の業務に対

し、安全確保の責任を強く感じています。 
協会は、関西地区を中心として１９社を協会員とする独立系エレベーター保守専門会社

の団体です。昭和５８年関西ブロックエレベータメンテナンス（ＫＥＭ）として４社で発

足し、昭和６１年に日本エレベータメンテナンス協会（ＮＥＭ）と改称し協会員は１５社

となりました。平成８年に略称をＪＥＭＡと変更し現在に至っています。協会は「同業者

間の交流組織であり、会員相互の資質及び技術の向上を目指し、顧客の信頼を得る企業作

りを通して社会に貢献する」ことを目的として活動しています。 
また、組合は全国１８社を組合員とする独立系エレベーター保守専門会社の団体です。

当組合は昭和５８年４月６日に発足と同時に東京都知事より認可いただき、昭和６２年１

０月５日東京通産局長より官公需適格業者として認定され、平成１２年９月２９日には東

京都知事から関東通商産業局長へ移管の認可をいただきました。現在も全国各地より業者

が集い、事業活動を展開しています。 
すでにご存知の通り、エレベーター保守の業界は、いわゆるメーカー系保守会社と独立

系保守会社が併存しています。我々独立系と呼ばれる保守会社は、そのほとんどがメーカ

ーにおいて設置や保守部門で業務を行っていた経験者によって創業したものです。これは、

メーカー主導の独占・無競争の保守業界に対し、競争を望む一般社会の要求によって必然

的に現れた業者であり、その数は現在全国で大小併せて１００社を超えるものとなってい

ます。この二つの業者間の関係は、歴史的にもみて良好な関係を築いてきたと言えるもの

ではありません。むしろ対立の様相を呈しながら現在に至っています。第１回ＷＧにおけ

る資料５の中にあります通り、平成５年結審の「東芝エレベータ事件」や平成１４年の「三

菱電機ビルテクノサービス株式会社に対する勧告」は二つの業者間の問題が表面化した事
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件です。世間の耳目を集めない小競り合いのような対立は、その底に累々と積み重ねられ

てきています。このような背景からして、メーカー系保守会社から独立系保守会社への必

要な情報の自主的な伝達は皆無といってよい状態です。今回の事故を契機として、事故当

事者の「シンドラー社」は独立系保守業者に対して、メンテナンスマニュアルの提供とメ

ンテナンストレーニングの実施を明言いたしました。このようなことは、これまでのメー

カー系保守会社からは、ありえない発言です。 
エレベーターWG の主たる目的は、「今回の事故、不具合等を踏まえ、エレベーターの安

全確保の観点から、製造、設置、保守管理等に関する諸課題を整理するとともに、対応方

針案について検討を行う」ことと伺っています。我々の協会や組合に対し保守管理に関す

るヒアリングを行うことの目的は、現在の建築基準法第１２条における年次の検査報告で

不足や不備な部分がないのか、現状の法定点検では今後も事故を防げるのかを検証するう

えでの重要な判断材料を入手することにあると理解しています。検証については貴ＷＧに

委ねるしかありませんが、「保守管理等に関する諸問題」に関連して我々独立系保守会社が

提案したいのは、これまでの対立構造の解消です。その上で、メーカー系と独立系で、情

報の共有をしていきたいということです。保守に関連する情報は、特許や知的財産といっ

た企業が財産権として保有している情報等もあります。それらについての扱いは慎重にな

らざるを得ないことは我々も十分理解しています。しかしながら、利用者の安全、そして

保守員の安全や安全作業についての情報は、財産権より優先するものであり保守に携わる

関係者がすべからく共有しなければならない情報であるとわれわれは考えます。共有化の

ために必要な慣行や制度が構築された際には、本件のような悲惨な事故は十分防ぎ得るも

のと我々は考えています。 
本件事故を契機として、独立系保守業者が社会的にも広く認識されました。また、協会

や組合も報道各社から数多くの取材を受けています。以前から我々はビル管理会社や市民

団体と、設備の管理ということで交流をもっています。我々団体が今回このような形でヒ

アリングを受け、またこの事件に対し今後どのように関わっていくのかが注目されていま

す。我々はその社会的な要望や期待に対して、今後も誠実に答えていくつもりであり、そ

の責務があると思っています。 
本件事故に対して、協会と組合は共同して、メーカーに対して事故の再発防止を目的と

した協議を申し入れる予定でいます。保守業界内部からも、事故防止のために必要な真剣

な取り組みをしていくことこそが、今こそ社会的にもとめられていると実感しています。 
エレベーターＷＧの先生方からは、今回を機に有益かつ率直なご意見を賜り、我々も襟

を正すべきところは正し、エレベーターがより安全にかつ快適に利用できるように、ご指

導いただきますようお願いいたします。 
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２．日常的な保守点検、法定検査について 

 

協会もしくは組合を組織している企業は、もともと、エレベーターメーカー各社で実際

に保守や工事の現場に従事していた人が独立し、起業した会社がほとんどです。その関係

から経営者の多くは技術畑の出身者です。 

協会設立の動機のひとつとして、会員各社の技術情報の交流をはかること、を大きな目

的として設立されました。その具体的な活動方法としては委員会形式をとっています。経

営委員会、広報委員会、保守委員会、安全委員会、技術委員会の５委員会です。 

経営委員会は、企業経営と業界全般の問題点の改善の取り組みを主として行っています。 

広報委員会は会の内外に対する広報を担当しています。 

保守委員会は各社で作成している保守点検マニュアルなどを持ち寄り、協会の標準作業

マニュアルを作成したり、日常の保守点検に必要な器具、資料等を作ったりしています。 

安全委員会は保守作業、故障修理作業、修理・改修工事などの安全作業について各社の

担当者を集め、安全に対する啓発・啓蒙・宣伝活動を行う委員会です。 

技術委員会は新しい機種や複雑な故障修理作業に対する技術的な研究と、専門的な研究

を行う委員会です。 

それぞれの委員会は、総会の事業計画のもと、それぞれの活動目標を決め、会員企業の

担当者を集め、教育、実践活動を行っています。担当者はそれぞれの企業へその情報を持

ち帰り、各社の技術者に報告し情報の共有化をはかっています。また、それぞれの委員会

ごとにパソコンのメーリングリストなどを通して、日常的に情報の共有化をはかっていま

す。 

教育訓練は添付資料のマニュアルなどを使用しています。協会に加入している業者は各

委員会に登録し、概ねこの様な訓練を受けていますので、それほど極端なばらつきはない

と考えます。 

資料１「京都エレベータ保守マニュアル（ブレーキ）」 

資料２「継電器」 

資料３「ドァーインターロック」 

などの独自作成マニュアルです。これらは確認申請者に添付されていた図面など、極限

られて入手できるメーカーの資料を基に会員企業が独自に作成したものです。 

資料４－７はＪＥＭＡ保守委員会で編集されたルームレス方式の操作方法のマニュアル

です。 

資料７a－c はルームレス方式のブレーキ開放に必要な鍵の販売を求めた際のメーカーか

らの回答です。 
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３．業務実施にあたり、メーカーから開示されるべき情報。 

 

現在は、メーカーからは調整資料等の情報は一切開示されていません。保守契約締結時

に現物より調査した設定値等を詳細に記録し、保守マニュアルとして活用しているのが実

情です。ただし、設置台数が多い機種については新設時から保守を行なうケースが多いた

め、独自の保守マニュアルは作成することは可能ですが、竣工から経年した昇降機や積載・

速度等が特殊な機種については竣工時のデータを記録するのが困難です。最低限、国土交

通省及び国土交通省の指定した民間の認定機関が型式認定した機種については、安全を確

保するために、下記のデータを開示する必要があるものと考えます。 

また、建築基準法第１２条に定める定期検査を実施する場合に必要な検査手順書ならび

に、検査対象となる機器の標準設定値も開示の必要があります。 

近年、規格型昇降機の主流となった「機械室なし」型の昇降機は、従来タイプ（機械室

あり）の昇降機に比べ限られたスペースの中に各機器が設置されているため、手順を間違

えると作業員の死亡事故にも繋がりかねない状況が予想されます。現に、メーカー系メン

テナンス会社でも JR 八王子駅構内の「機械室なし」型昇降機で検査作業中に作業員の死亡

事故も発生している事実もあります。事実上、10％の昇降機が独立系によりメンテナンス

をしているのは周知の事実です。ご利用者ならびに作業員安全確保の観点からも、手順書

ならびに初期設定値等の基礎資料の公開を望みます。 

 

 

（１）制動装置 

①分解組立図（パーツリスト） 

②制動ばね設定値 

③ライニング寸法図（使用限界数値） 

（２）ドア開放検知装置（法定安全装置） 

初期設定値ならびに調整方法 

（３）ファイナルリミットスイッチ（法定安全装置） 

初期設定値ならびに調整方法 

（４）オーバースピード検出（法定安全装置） 

初期設定値ならびに調整方法 

（５）主ワイヤーロープ（法定検査項目） 

特殊タイプのワイヤーロープ判定装置の供給ならびに判定基準値 

（６）法定検査のための手順書 
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４．自社により可能な保守の範囲とメ－カーの関与を必要とする修繕等との峻別方法、メ

ーカーの関与を必要とする修繕等の場合の処理手順。 

 

保守作業や改修工事などの作業は、経験をベースにした技術の積み重ねです。誰でも初

めての作業は未知の領域ですが、数多くの経験を積む事により熟練した技術者として成長

してゆきます。そうゆう意味で独立系保守業者にも技術の習得レベルの差はあります。数

多くのエレベータを保守している業者には、それだけ多くの故障の経験や修理や修繕の情

報が集まりますし、実際に経験する事ができます。 

自社で可能な保守の範囲としては、機械的な面では巻上機やブレーキなど分解可能な部

分の点検や修理は出来ます。 

メーカーに依頼する部分としてはウオームギヤやホイールギヤの交換、特殊なベアリン

グを使用している場合の部品交換、特殊な「はめあい」の較差を要求される場合の部品交

換等はメーカーの関与を必要とします。 

電気的な面では、最新式のエレベータの場合はすべての入力信号はコンピューターのデ

ーターとしてメモリー上に保存されます。 

後は必要に応じてプログラムで処理をされています。この中身はブラックボックス化し

ています。中のデーターを見る為には専用のメンテコンと称されるツールやその操作マニ

ュアルがなければ出来ません。通常の保守点検をするには絶対なければならないものでは

ありませんが、故障修理などの復旧には「エラーコード」を読み出し、どんな状況で停止

したのか、どのセンサーが動作したのかなど故障修理に必要な情報が必要となります。こ

の情報を得る為にはメンテコンが必要となります。 

現在、メーカーは独立系業者にはメンテコンを販売してくれませんので、故障修理に時

間がかかる等、非常に不便を感じています。顧客の要望で、戸締めの時間調整や、不停止

階の設定など、各種設定の変更を必要とする部分はメーカーに依頼しなければ出来ないの

が現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

４．業務従事者に対する教育・訓練等の実施状況とその方法。 

 

組合では、平成１６年１１月に研修センターを開設し、主にメーカー系メンテンス会社

出身者を講師とする実機による安全及びメンテナンス講習を、定期的に実施しています。

同研修センターでは、各会員の新入社員研修も実施しています。また、この施設は組合員

各社の社内研修にも使用されています。 

月次では、全国の会員からの技術情報、メンテンス情報、不具合発生情報ならびに全国

会員各社が入手した新機種についての情報交換を主とした会議ならびに各社がメンテナン

ス契約時に実機から測定した各基礎データを基に作成した新機種対応技術情報についての

技術講習会を月１回開催しています。（別紙に過去 5年開催日） 

また、全国の会員が所有する建物には、講習に使用可能な三菱電機製１台、東芝エレベ

ータ製２台、日立製作所製２台、日本オーチス・エレベータ製１台の昇降機があり、経年

使用による基礎データ収集も実施しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 































































































































































資料４ 
 

 

 

 

 

第２回エレベーターワーキング用資料 

 

 

 

 

 

(社)日本エレベータ協会 



エレベーターの
維持管理とエレ協の提案

（エレベーターの安全管理に向けて）

平成１８年７月１４日

（社）日本エレベータ協会



１．現状の確認

（１）全体構成

（２）メーカーがやるべきこと

（３）所有者（管理者）がやるべきこと

（４）保守会社がやるべきこと

２．対策として検討すべき項目と方向性

目 次



エレベーターの特徴

１．一般に所有者と利用者が異なり、不特定多数
（幼児から高齢者）の人が、自分で操作し利用する
全自動の乗物。

２．設置場所も多種多様で公共性の高い設備。

３．建築付帯設備として長期間（２０～３０年間）使用
される。

４．多数の部品（約３～１０万点）から構成されている。

５．製品の最終組立工程が客先建物で実施される。



（３）ＰＬ法

製造物責任法

（２）品質管理

１）ＩＳＯ９００１

1-（1）-1 エレベーターに関連する法令等

製造 据付 引渡し 保守

製品 維持保全

（１）維持保全

１）建築基準法による、所有者・管理者

による維持保全

（２）定期検査

１）建築基準法に基づく「定期検査」

２）労働安全法に基づく「性能検査」

３）人事院規則に基づく「性能検査」

（３）メンテナンスの必要性

１）昇降機の維持及び運行の管理に関

する指針に基づく「月１回点検」の

必要性

２）労働安全衛生法・労働安全衛生法

施行令・クレーン等安全規則等による

「月１回点検」の必要性

（１）安全性の確保

１）建築基準法による安全基準の確保

２）団体標準

・ＪＥＡＳ（日本エレベータ協会標準）

１．現状の確認

（１）全体構成



1-（1）-2 エレベーターの関連資料

製造 据付 引渡し 保守

・保守契約

・保守・点検報告書

・故障報告書

・定期検査報告済証

・参考資料

・ＪＩＳ Ａ ４３０２

（昇降機の検査標準）

・定期検査業務基準書

・昇降機の維持及び運行の

管理に関する指針

・建築保全業務共通仕様書

・設計図書

・確認申請

・建築図

・据付図

・かご意匠図

・強度計算書

・耐震設計書

・機器に貼り付けら

れた銘板・ラベル

・官庁検査

・引渡し

・取扱説明書

法定点検

通常点検

日常点検

所有者が維持管理す
る上での必要な資料
所有者が維持管理す
る上での必要な資料

・契約



1-（1）-3 昇降機の維持管理

製品

所有者
（ビル管理者）

所有者
（ビル管理者）

メーカーメーカー 保守会社・保守部門保守会社・保守部門

製品
発注

保守
契約

１．設計図書

２．確認申請書

３．取扱説明書

１．保守点検報告書

２．故障報告書

３．定期検査報告書・済証

所有者が維持管理する
上での必要な資料

所有者が維持管理す
る上での必要な資料

安全に利用できる維持管理

利用者利用者

公共建築工事標準仕様書

個別契約書



１-（2） メーカーがやるべきこと

１．安全な製品の提供

（製品情報を収集・分析し、より安全なシステムを作
り、提供する）

２．維持保全に対応できる製品の提供

①建築基準法 第８条（維持保全）の対応の出来る、
取扱説明書の作成及び提出

②保守部品の提供

３．製品の不具合が発見された場合の迅速な対応



1-（3）-1 所有者（管理者）がやるべきこと
＊建築基準法 第８条

「建物所有者・管理者・占有者は、常時適法な状態を維持するように努めなければ
な らない」と書かれている。

＊昇降機の維持及び運行の管理に関する指針
（１）運行管理者の選任及び教育

（２）運転者の選任（荷物用エレベーター等）

（３）運行管理規定の作成及び遵守

（４）救急体制

（５）人身事故発生時の処置

（６）定期検査及び報告（法第１２条第３）

（７）定期検査報告済証の掲示

（８）標識の掲示等（エレベーター用途、定員等）

（９）定期点検・整備等

（専門技術者に概ね１月以内ごとに点検その他の必要な整備叉は補修を行わせる）

（１０）防火管理（油圧エレベーター）

（１１）巡回管理（運行管理者が実施）

（１２）災害発生時叉は停電時の措置

（１３）鍵等の管理

（１４）運転者の心得



1-（3）-2 所有者の保守委託

所有者
（ビル管理者）

保守会社

＜保守契約＞

１．ＦＭ契約

定期的な点検に加え機器の摩耗、劣
化等を予測し、昇降機を常に最良の状態
に維持するよう予防保全を行うもので、
機器の機能低下と故障の発生を未然に
防ぐことを目的とした契約方法。

２．ＰＯＧ契約

Ｐａｒｔｓ，Ｏｉｌ，Ｇｒｅａｓｅの略で、この契約
は定期的に機器、装置等の点検と、必要
に応じて消耗品の交換、給油、清掃を行
う契約方法。

＜保守関連報告＞

１．保守点検報告書（１回／月）

２．故障報告書（コールバック情報）

３．定期検査報告書・済証（1回／年）

所有者が維持管理す
る上での必要な資料

＜保守関連資料＞

１．建築保全業務共通仕様書

２．昇降機の維持及び運行の管理

に関する指針

３．ＪＩＳＡ４３０２（昇降機の検査標準）

４．定期検査業務基準

５．昇降機検査資格者講習テキスト



・建築保全業務共通仕様書

・昇降機の維持及び運行の管理維持及び運行の管理に関する指針

・ＪＩＳＡ４３０２（昇降機の検査標準）

・定期検査業務基準

・昇降機検査資格者講習テキスト

保
守
契
約

所有者（管理者）所有者（管理者）

保守会社保守会社

・保
守
作
業

・報
告

1-（3）-3 保守契約に関連する資料

・建築保全業務共通仕様書

・定期検査業務基準メーカーからの
資料

１．設計図書

２．確認申請書

３．取扱説明書
１．保守点検報告書

２．故障報告書

３．定期検査報告書・済証



1-（4）-１ 保守業務

１．点検

・清掃、給油、機器状態要否判定 等

２．故障修理

・コールバック等の情報による機器故障修理

３．機能維持工事

・劣化品交換、調整 等

４．保守関連データのまとめ

・作業、故障、整備履歴データの整備

・保守品質分析及び作業への反映

５．顧客へのコンサルティング

ＦＭ ＰＯＧ

有償

６０％ ４０％ＦＭとＰＯＧ契約比率(概算)



区 分 内       容 

（１）予防保全 不具合（機能低下、機能停止）が発生しないように行う予防処置 

  ①定期保守 定期的に行う点検・手入れ 

    ｱ)点検 機器の状態を確認する。 

    ｲ)手入れ保全 
点検結果に基づき機器の手入れ（清掃、給油、調整、消耗部品の取

替 等）を行う。  

  ②定期検査  定期的に行う検査 

    ｱ)法定検査 建基法、安衛法等の法規に基づき検査を行う。 

    ｲ)社内検査 保守会社の独自の基準に基づき機器の状態を総合的に確認する。

  ③機能維持工事  
定期保守や定期検査で確認した結果に基づき、消耗部品以外の部

品・機器の取替、ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ（分解手入れ）を行う。 

（２）事後保全 不具合（機能低下、機能停止）が発生した場合に行う事後対応 

  ①故障修理 

不具合の発生原因を究明し、適切な処置（清掃、給油、調整、部品・

機器の取替・ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等）を行い、正常な状態に復旧させるととも

に、再発防止（恒久対策）を行う。 

 

1-（4）-2 保守会社のがやるべきこと

１．所有者の依頼により、保守契約の範囲での保守作業
の実施



1-（4）-3 保全の考え方

保全
Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ

予防保全
Ｐｒｅｖｅｎｔｉｖｅ Ｍ．

事後保全
Ｃｏｒｒｅｃｔｉｖｅ Ｍ．

時間計画保全
Ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ Ｍ．

状態監視保全
Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｂａｓｅｄ Ｍ．

緊急保全
Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｍ．

通常事後保全
Ｎｏｒｍａｌｌｙ Ｍ．

ＪＩＳ Ｚ ８１１５ （信頼性用語）

「保全」（メンテナンス）とは機器、装置などの使用及び運転可能状態に維持するとともに、
故障、欠陥などを回復するためのすべての処置及び活動をいい、大別すると、「予防保全」

と「事後保全」に分けられる。

・昇降機の保全方法は予防保全である。



（所有者）
ビル管理者

保守会社

コールバック情報
（昇降機に関する故障情報等の連絡）

保守員の出動
（必要に応じて保守員が出動する）

1-（4）-4 コールバック対応



1-（4）-5 故障情報の分析･利用

コールバック情報
（昇降機に関する故障情報等の連絡）

データベース化データベース化

保守業務へ
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・故障原因の分析

・故障情報の蓄積

・整備計画への反映

・保守員への教育

エレベーター

・マニュアルの見直し

・作業計画の見直し

・教育体系の見直し

・教育計画

・他物件への展開

製造メーカー保守拠点情報センター

（保守拠点）

製品品質
の向上

昇降機の
品質維持

技術サポート部門

・統計分析結果によ

る故障情報の提供

・重大故障の情報の

提供

遠隔監視
による発報

お客様から
のコール

故障修理
故障対応・報告

故障原因
の分析 故障統計

新製品へ
の反映

故
障
発
生

製
品
へ
の
反
映

保
全
へ
の
反
映

故
障
対
応

点検作業・報告

1-（4）-6 保守サービス体制のフロー

ノウハウ
ノウハウ

重大故障
判断（保守）

重大故障
判断（製品）



閉じ込め発生率の推移
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1-（4）-7 閉じ込め発生率の推移



１．構造・装置（技術的基準等）

１．想定されるリスクのそれぞれに対して、現在の安全装
置等の基準の体系は十分か？

⇒①想定されるリスクに関しては、次ページに示す。

②戸開走行に関しては、マイコン化システムになって
きたので安全システムに関する基準化が必要となってき
た。

③また、総合的な安全の見直しに関しては、
ＩＳＯ／ＴＣ１７８のＧＥＳＲ（安全要求基準）、ＧＳＰ（安全パ
ラメーター）及びＣＡＰ（適合性評価）の思想による建築基
準法の見直しを検討する時期と考える。この中では、上
向きセフティー等も含めて検討はされている。

２．対策として検討すべき項目と方向性



ﾛｰﾌﾟ式ｴﾚﾍﾞｰﾀｰで想定されるリスクと安全装置の例

・定期点検機械的なロックと作動スイッチの2
重で見ているので安全性は高い。

乗り場の戸は、かごがその階に停止していない場合にお
いては、カギを用いなければ開くことが出来ない装置。
ﾄﾞｱｽｲｯﾁと鍵の機能を同時に持つものをｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁと称
している。

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ乗り場から
の転落防止

・定期点検かご側と乗り場側の2重で見ている
ので単一故障での危険性は少ない。

かご及び乗り場の全ての戸が閉じていなければ、かごを
昇降させることができない装置。

ﾄﾞｱｽｲｯﾁ戸開き走行
防止機能

・定期点検
・通常ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ
の前に方向性ﾘﾐｯﾄｽｲｯ
ﾁを設けているので事
故の前に修復可能。

ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ故障時
人が天井、ピットに挟まれる可能
性がある。

かごが最下階、又は最上階を行過ぎると、かごの昇降を
自動的に制御し、及び制止する装置

ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯ
ﾁ

・定期点検調速機破損時
調速機破損と同時にロープ破断や
プレーキ故障制御異常が発生しな
ければ事故の発現はなく、事故の
前に修復可能。

定格速度の１．３倍を超えないうちに、動力を自動的に
切る装置。

調速機

・定期点検非常止め破損時
破損と同時にロープ破断やプレー
キ故障が発生しなければ事故の発
現はなく、事故の前に修復可能。

定格速度の1.4倍を超えないうちにかごの降下を自動的
に制止する装置(ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙをつかみ、かごを制止させる)

非常止め装置

・定期点検
・定期点検でﾌﾞﾚｰｷ不
具合を発見できない
とすると上方向の非
常止め装置が必要と
なる。

ﾌﾞﾚｰｷ破損時
積載大：かご下降→非常止め装置
作動
積載小：かご上昇→天井に激突

動力が切れたときに自動的に原動機の回転を制止する装
置。
積載荷重の１２５％を保持できること。走行中のかごを
安全に減速・停止させる能力を有すること。

ﾌﾞﾚｰｷ墜落・衝突
防止機能

信頼性維持方法リスク分析装置の機能装置名安全機能



２．制御プログラムや制動装置の性能等に不具合がある

場合の対策

⇒①制御システムで不具合が発生した場合。

安全に関するリスク分析による、二重系システム

等 の検討が必要である。

戸開走行防止に関する回路例を示す。

（二重系システム思想）

②制動装置に関しては １．で説明済み



戸開走行防止に関する回路例
二重系システム思想

安全装置Ａ安全装置Ａ

安全装置Ａ安全装置Ａ
ドアゾーン信号ドアゾーン信号

かごドア信号かごドア信号 乗場ドア信号乗場ドア信号

安全装置Ａの追加安全装置Ａの追加

万一、指令信号に不具合万一、指令信号に不具合
が生じても安全装置が生じても安全装置AAでで
安全に停止できる。安全に停止できる。

かご

レベル段差レベル段差

駆動装置駆動装置

制御装置制御装置

指令指令

レベルずれ信号レベルずれ信号

レベルレベル
検出装置検出装置

ドア信号ドア信号



３．閉じ込めは安全のためというが、長時間に及べば危険
性も増す。何等かの改善策はないか？

⇒①一般に短時間での救出は可能である（地震時等の
異常事態除き、目標を３０分としている会社が多い）。

②また 安全を確保しての閉じ込め時の救出運転を自

動で行うシステム構成を採用している機種が多い。
・「故障時 最寄階運転機能」例を示す

③利用者自身による脱出を考えたシステムは

利用者の転落が考えられ危険である。上記①、②
の対応を考えると不要である。



故障時 最寄階運転機能の説明

かご呼び
信号が取
れない等
の軽故障

緊急性を要しないので
最寄階に着床。停止後
は再起動しない。Ｃ

走行中にド
アが開く等

走行中に状態が変化し、
異常状態となる。緊急停
止する。異常状態が復
帰すると低速にて着床。
復旧後は正常運転。

Ｂ

調速器ス
イッチ動作
等

重要な安全装置が働い
た場合。ブレーキ停止を
し、再起動はしない。Ａ

例保護内容走行パターンモード

＊故障時代表 走行パターンの参考例を示します。



２．チェック体制

１．（確認、完了検査）現状の審査方法はエレベーターの安全
確保の観点から適切、かつ実効性が有るか？

⇒ 確認審査に関しては決められた通りに実施されている
ので問題ない。

２．法令に基づく定期検査・点検のあり方

⇒ 法令に基づく定期検査は、決められた通りに実施され
ているので問題ない。

手抜きがあれば、それなりの対応が必要である。

例えば、建築主事による検査 又は監査を実施する。



３．保守点検等

１．現状は所有者と保守点検業者の任意の契約に任せて
いるが十分か？

⇒①建築基準法 第８条の内容を所有者が十分に
理解していれば、基本的には問題はない。

②所有者の中には保守会社に任せ切りで管理意識
が薄いケースもあった。このことから、取扱説明書
の内容を充実し所有者がやるべき内容及び安全
装置に関する管理の内容をより分かりやすくする。



２．マニュアル等情報の件

⇒①保守点検報告書、故障報告書及び定期検査報告表・
済証に関しては保守会社から所有者（管理者）に提
供されている。

②保守マニュアルは各保守会社が自社のノウハウとし

て保有しているのであるから、保守会社間の継承は
不要である。



３．手抜き保守、手抜き検査の対応は？

⇒①手抜きに関しては、例えば、建築主事による監査等
を実施し罰則を科する制度を検討する。

②保守に関しては、保守会社の資格（例えば、昇降機
検査資格者の最低在籍人員、保守技術者の社内
資格制度等）を検討していく必要がある。

＜参考＞一般的に保守会社は、色々な形での教育をし、
社内基準の下に仕事の担当を決める等の仕
組みを作っている。

③所有者等が保守会社を選定する場合に於いて、契
約条件を予め決めておき、その基準等を明確にす
る必要がある（単年度契約のＦＭ契約は成りたたな
い。長期的な保全条件を入れたＦＭ契約とする） 。



４．事故情報の収集と共有化

１．幅広い事故情報の収集・公表の為の体制・システム

⇒①昇降機の維持管理に関する指針では、建物所有
者が特定行政庁に報告することとなっていること
から、収集に関しては問題ない。

②収集したデータを安全基準の作成・見直しに活用
出来るシステムを検討する必要がある。



エレ協提案のまとめ－１エレ協提案のまとめ－１

１．安全に関する標準の充実

①戸開走行防止に関する指針の基準化（ＪＥＡＳ等）

②ＩＳＯ／ＴＣ１７８の安全基準等の建築基準法への反映

２．取扱説明書の充実

①安全装置に関する記述

対象安全装置は次の５種を含む事
・ブレーキ、調速器、非常止め、ドアスイッチ関係及びバッファー

②建物所有者の管理責任に関する解説



３．保守契約内容の充実

①所有者及び保守会社間の保守仕様の明確化

②単年度ＦＭ契約見直し（長期契約にする）

４．適正保守会社の選定ポイントの検討

選定ポイントの例

・昇降機検査資格者の最低在籍人員が

確保されていること。

・保守技術者の社内資格制度があること。

５．法定検査・点検の建築主事による抜き取り監査の
実施検討

・違反していれば罰則を科する制度を検討する。

エレ協提案のまとめ－２エレ協提案のまとめ－２





資料５ 
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対策として検討すべき項目と検討の方向性（案） 

 

 

 

１．構造、装置（技術的基準等） 

○ 制動装置、安全装置等の構造 

○ 制御器等の電気・電子系統のシステム 

○ その他 

→ 想定されるリスクのそれぞれに対して、現在の安全装置等の基準の体系は十

分なものとなっているか。 

→ 特に、制御器のプログラムや制動装置の性能等に不具合がある場合の対策は

十分なものとなっているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．チェック体制 

(1) 設計・設置段階 

○ 確認、完了検査等のあり方 

・ 審査の方法 

・ 審査ではチェックが困難な項目、内容 

→ 現状の審査方法はエレベーターの安全確保の観点から適切、かつ実効性のあ

るものであるといえるか。 

→ 特に、制御器のプログラムや制動装置の性能等について、設計、製造、設置

＜現在把握されている問題点＞ 

○ 現行の基準は、安全性能等について定性的に規定しているのみであり、当

該性能の具体的な実現方法が定められていない。 

○ このため、メーカーがそれぞれに独自に安全性能を実現することとなり、

ブラックボックス化が進展。特に、制御プログラムについては、アルゴリズ

ム、プログラムのバグ、電子回路の劣化等、不具合の原因になる要素を完全

に取り除くことが困難であるにも拘わらず、第三者によるチェックが困難。 

 

＜検討の方向性＞ 

○ 具体的な技術基準の検討。 

○ 制御プログラムのみに依存しない安全装置の設置又はバグ等に対して十分

な安全対策(機械的なフェイルセーフ等)を講じたシステムの義務づけを検

討。 
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段階でどのような審査を行えるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 維持・保全段階 

○ 法令に基づく定期検査・点検のあり方 

・ 検査・点検項目 

・ 検査・点検の方法 

・ 検査・点検の報告方法、報告内容、記録の保存 

・ 検査・点検の頻度 

・ 検査・点検ではチェックが困難な項目、内容 

→ 現状の定期検査等の項目、方法、頻度等は、エレベーターの安全確保の観点

から適切、かつ実効性のあるものであるといえるか。 

→ 特に、制御器のプログラムや制動装置の性能等について、定期検査・点検で

どのように不具合を把握することができるのか。 

→ 製造者が製品の不具合等を認識した場合、自動車の「リコール」のような制

度による対応が考えられないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現在把握されている問題点＞ 

○ 定期検査の項目、方法について、法令による定めがなく、ＪＩＳ等にまか

せている。また、ＪＩＳ等の内容も、検査時点の状態の適否は判断できるも

のの、次回の定期検査までの性能等を保証できるものとなっているか検証す

る必要がある。（検査の頻度（６ヶ月～１年で特定行政庁が定める。）が検

査の内容等に照らして、次回検査までの性能等を保証できているか検証する

必要がある。） 

○ 制御器のプログラムのバグ、制動装置の性能、マイクロスイッチの劣化な

ど、定期検査において、直接チェックできないものがある。 

○ 適切な検査の実施や検査で発見された不具合の是正に必要な情報（機器の

設定値、検査の手順等）が製造者から十分に提供されていないとの指摘があ

る。 

＜現在把握されている問題点＞ 

○ 現行の基準が定性的に規定されており、具体的な実現方法がメーカー任せ

になっているため、設計図書による審査である建築確認や目視等による審査

である完了検査において、十分なチェックが行えない。 

 

＜検討の方向性＞ 

○ 新たに規定する技術基準に応じた建築確認や完了検査とは別に、安全性能

が確保されていることを評価する方法を検討。 
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３．保守点検等 

○ 日常的な保守点検のあり方 

・ 保守点検項目 

・ 保守点検の方法 

・ 保守点検の報告方法、報告内容、記録の保存 

・ 保守点検の頻度 

・ 保守点検ではチェックが困難な項目、内容 

→ 保守点検について、現状は所有者等と保守点検業者の任意の契約に任されて

いるが、エレベーターの安全確保の観点から十分なものといえるのか。 

→ 特に、保守点検の記録等について適切に所有者等に報告され、その情報が保

守点検業者の変更時に適切に伝達され、また、その情報のうち行政庁等に必要

な情報を伝達されることを確保する観点から、現状で十分か。 

○ 保守点検マニュアルの継承 

→ 製造者から製品の引き渡し時に所有者等に提供される情報は、適切な保守点

検を実施させる観点から、現状で十分か。 

→ 保守点検業者から所有者等に提供される情報は、適切な保守点検の引き継ぎ

を確保する観点から、現状で十分か。 

○ 検査等の記録について、検査を実施する者に十分に伝達されず、検査に十

分反映されていない場合がある。 

○ 検査を実施する資格者（現行は建築士、昇降機検査資格者等）の技術力が

適切に確保できる仕組みとなっているか検証する必要がある。（現行の講習

の内容で十分か、新技術・新製品への対応ができる仕組みか、等） 

○ 検査で不具合等が認識され、当該エレベーターへの対応はされても、他の

エレベーターにおける対応の要否の判断をする仕組みがない。そのような不

具合等を製造者が認識した場合、その後の対応は製造者任せとなっている。 

 

＜検討の方向性＞ 

○ 定期検査の項目、方法を法令により明確化するとともに、その内容に応じ

た適切な頻度を検討。 

○ 検査に必要な情報を明確化し、点検を実施する者がそうした情報を確実に

入手できる仕組みを検討。 

○ 検査を実施する者の技術力を確保するための仕組みを検討。 

○ 検査等で確認された不具合等の情報を行政機関が把握し、適切な対応が講

じられる仕組みを検討。 
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○ 不具合の報告、記録の保存、不具合情報の継承 

→ 事故、不具合等の発生状況について適切に所有者等に報告され、その情報が

保守点検業者の変更時に適切に伝達され、また、その情報のうち行政庁等に必

要な情報が伝達されることを確保する観点から、現状で十分か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事故情報の収集と共有化 

○ 幅広い事故情報の収集・公表のための体制・システム 

→ 事故等の発生状況について、関係者から行政庁、国への報告の体制、システ

ムはどのようにあるべきか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現在把握されている問題点＞ 

○ 保守点検業者間、保守点検業者と製造者の間の情報伝達が十分でない。 

 

＜検討の方向性＞ 

○ 重大事故を防止するために必要なことは、定期検査に係る対策と併せて検

討。 

＜現在把握されている問題点＞ 

○ 情報収集の仕組みを用意しても、ヒヤリ・ハット情報を報告するか否かは、

ヒヤリ・ハットを経験した者の判断によるため、収集される情報にバラツキ

が生じる。 

 

＜検討の方向性＞ 

○ 事故等の情報を行政機関が把握し、適切な対応が講じられる仕組みを検討。


	①議事次第_案_.pdf
	②【資料１】事故・災害対策部会EVWG名簿（18.6.）.pdf
	③【資料２】第１回議事要旨_案_.pdf
	④資料３表紙.pdf
	⑤【資料３】独立系本文.pdf
	⑥第２回ＷＴ資料.pdf
	⑦.pdf
	⑧資料４　表紙紙）.pdf
	⑨国交省第2回エレベーターワーキング資料1.pdf
	⑩【資料５】ＥＶ論点.pdf



